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交通基本法

地域公共交通の崩壊
～移動権～

我が国の経済成長を支
える交通のあり方

地域社会の活性化を支
える交通のあり方

まちづくりと一体的な
交通のあり方

それぞれの特長を活かし
た総合的な交通体系

地球環境問題に対応
できる交通

地域公共交通確保維持改善事業
～生活交通サバイバル戦略～

交通基本法の制定に向けた視点
暮らしと交通
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２１世紀の社会と交通の課題

 65歳以上の人口は、2010年に総人口の23%を超え、
2030年には総人口の32%に迫る見込み。

 75歳以上の人口は、2010年の総人口の11%から
2030年には総人口の20%に増加するものと推定さ
れている。

 世界に類を見ない超高齢化時代において活力のある
社会を実現することが、２１世紀の日本の課題。

図1 今後の高齢者人口の推計値

出典：国立社会保障・人口問題研究所資料に基づき交通計画課作成

急速な高齢化の進行

出典：「地域生活インフラを支える流通のあり方研究会報告書（平成22
年5月）」

16.6% 
×

3700万人
（６０歳以上の人

口）

↓
600万人

％

 買い物に不自由を感じるいわゆる「買い物難民」が６
００万人を超えると言われる時代。

 交通の不便さが生活に影響を及ぼし、買い物以外に
も「通院」「人々の交流の機会」が制約されている状況。

 社会参加の礎としての生活交通の確保・維持は急務。

図2 「買い物難民」の推計値

暮らしと交通
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交通の不便さが生活に影響

６５歳以上の
比率

７５歳以上の
比率



２１世紀の社会と交通の課題

１日当たりのト
リップ数（「車あ
り」）を1とした
場合

出典：平成１７年全国都市交通特性調査

２６
％

１６
％

（2.5回／
日）

（2.1回／
日）

（2.2回／
日）

 都市と地方のいずれにおいても自家用乗用車を利用できる者に比べ、自家用乗用車を利用できな
い者の一日当たりのトリップ数が低くなっている。

 自家用乗用車の利用可能性の有無による１日当たりのトリップ数の格差は、三大都市圏では▲１
６％、地方都市圏では▲２６％と、地方の方が開きが大きい。

 二輪車、徒歩を除くトリップ数の格差は更に大きい。 （三大都市圏：１／２、地方都市圏：１／３）

暮らしと交通
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自家用車の利用可能性がモビリティに影響

図 4 自家用車の利用可能性とトリップ数（１）

出典：平成１７年全国都市交通特性調査

１日当たりのト
リップ数（自転
車・徒歩を除く）

１
／
２

１
／
３

図 5 自家用車の利用可能性とトリップ数（２）



自ら運転
１
１
％

２／３は自ら運転、１／３は家族の運転 ２６％

徒歩、自転車など ４４％

週に１回以上公共交通を利用

自家用乗用車なし
（109人,6.4%）

家族の自家用乗用車あり
（438人,25.8%）

自分の自家用乗用車あり
（1,153人,67.8%）

公共交通をほとんど利用しない

自家用乗用車の保有と公共交通の利用状況

出典：東北運輸局が２１年度に実施したアンケート調査データ（サンプル数1,700）をもとに、交通計画課作成。

自家用乗用車
の保有と公共
交通の利用状
況には高い相
関がある

高齢化に伴い交
通手段を失うリス
クが高い

高齢運転者の交
通事故の抑制が

急務



暮らしと交通

高齢ドライバーの安全面の問題

 運転操作不適切が原因の死亡事故は、高齢者がその他
の者の約２倍の水準。高齢者に対し、運転免許の返納を
勧める活動が各地でなされている。

 多くの人が運転免許を返納すると自身や家族の「足」を
失うことから、代替交通手段の確保が同時に行われる必
要がある。

図6 高齢化と交通事故（死亡事故）

出典：警察庁交通事故統計より交通計画課作成

運転操作が不適切なために
起きた死亡事故の比率
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２１世紀の社会と交通の課題

 高齢者、障害者等の移動制約者も含め、全ての人
が移動しやすい交通まちづくりが必要。

 地域公共交通のバリア解消が不可欠であるが、これ
らの施設は必ずしも収益増につながらない。

求められる交通分野のユニバーサル・デザイン



 離島地域では、他地域に比べ生産年齢人口比率の低下
が激しく、高齢化が深刻。

通勤・通学や高次医療施設への搬送等にも不便をきたし
ている。こうした状況等も踏まえ、日々の移動手段の確保・
維持が求められる。

暮らしと交通
２１世紀の社会と交通の課題
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出典：国土交通省資料
注：地域鉄道のS60年度はS62年度、H20年度はH19年度の数値

 地方を中心に交通事業者の経営状況は極めて厳しく、
「事業者まかせ」では立ち行かなくなっている。

崩壊状態にある地域公共交通 図8 地域公共交通の輸送動向

国の骨格をなす離島の交通

 自家用車への過度の依存により、地方バス、タクシー、鉄道、旅客船等の公共交
通機関の利用者は長期的に減少傾向。

 特に、路線バスに関しては、三大都市圏以外の輸送人員は昭和50 年の47 億
9500 万人から平成20 年の15 億8900 万人へ67％減少。

 地方鉄道については、昭和62 年の4 億7300 万人から平成19 年の3 億9400 
万人へ17％減少。

 国内旅客船については昭和50年の1億7000万人から平成20年の9900万人へ
42%減少。

 大都市圏を含め、バリア解消のための取組みは道半ば。

（千人）
図7 全国と離島の人口の推移



全国的に地域の生活交通は崩壊状態にあり、移動手段の確保は待ったなしの状況です！全国的に地域の生活交通は崩壊状態にあり、移動手段の確保は待ったなしの状況です！全国的に地域の生活交通は崩壊状態にあり、移動手段の確保は待ったなしの状況です！

地方部の半数強、
過疎地の約４分の３が不満足

（平成20年度国土交通白書）

地方部の半数強、
過疎地の約４分の３が不満足

（平成20年度国土交通白書）

公共交通に対する大きな不満

全国的に地域の生活交通の崩壊全国的に地域の生活交通の崩壊

・生活交通の存続危機地域には約1100万人の高齢
者や約115万人の高校生が居住されています。
・このような地域では、高齢者など自家用車を利用で
きない方の外出機会は利用できる方の３分の１に
過ぎず、多くの方が日常生活の移動に苦労されて
います。

生活交通の存続危機地域には
１千万人を超える高齢者が居住

・全国の路線バスのうち黒字路線はわずか約4分の１
に過ぎません。
・毎年、稚内から鹿児島までの直線距離を超える

2000km以上のバス路線が廃止されています。
（平成18年から平成21年での平均）

毎年2000kmを超えるバス路線が廃止

国
に
よ
る
対
応
の
必
要

国
に
よ
る
対
応
の
必
要

移動手段の確保は、
待ったなしの状況

移動手段の確保は、
待ったなしの状況

事業者・自治体だ
けでは

対応困難な状況

事業者・自治体だ
けでは

対応困難な状況

＊生活交通の存続危機地域：交通事業者による運行のみでは効率化を図ったとしても独立採算が確保できない地域。













地域の生活交通の危機的状況事例地域の生活交通の危機的状況事例地域の生活交通の危機的状況事例

 バス事業収支率と人口集中との関係を分析したところ、非人口集中地区（非DID地
区）においてはバスの収支率は50%程度と推定され、当該地域においては公的支援な
くして運行の確保・維持が困難である。

地域内における非ＤＩＤ地区の居住する者の割合

収支率

バス事業の収支率と非人口集中地区（非DID）の関係
（全国207生活圏ごとの地域内の非ＤＩＤ地区居住者割合とバス事業の収支率を比較）



全国及び長野県の人口構成（2005年）

人口集中
地区非高齢者

人口集中
地区65歳以上人

口

人口集中地区以外
の地区非高齢者

人口集中地区以外
65歳以上人口

69,059,227 15,272,188 33,036,762 10,399,817

合計 127,767,994 合計 2,196,114

人口集中地区
非高齢者

人口集中地区65
歳以上人口

人口集中地区以
外非高齢者

人口集中地区以
外65歳以上人口

595,149 168,855 1,078,981 353,129
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全国と離島の人口の推移

離島航路は離島住民唯一の交通手段です。しかし、その運賃はバスや鉄道に比べて高水準で
あるほか、離島人口の減少、高齢化等による輸送人員の減少により経営状況が悪化するなど
厳しい状況にあります！

離島航路は離島住民唯一の交通手段です。しかし、その運賃はバスや鉄道に比べて高水準で離島航路は離島住民唯一の交通手段です。しかし、その運賃はバスや鉄道に比べて高水準で
あるほか、離島人口の減少、高齢化等による輸送人員の減少により経営状況が悪化するなどあるほか、離島人口の減少、高齢化等による輸送人員の減少により経営状況が悪化するなど
厳しい状況にあります！厳しい状況にあります！

補助航路の輸送実績と欠損の推移

※標準的なもので比較し
たもの（実際の航路・
路線、距離により差あ
り）

運賃水準の比較

割高な運賃

（全国）千人 （離島）千人

人口は減少

輸送人員は減少

欠損は拡大



バリアフリー新法（※）に基づく達成目標とバリアフリー化の推移

公共交通のバリアフリー化の目標達成はまだ道半ばであり、更なる取組みが必要です！公共交通のバリアフリー化の目標達成はまだ道半ばであり、更なる取組みが必要です！

※バリアフリー新法：高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律



生活交通サバイバル戦略と既存制度の関係

地域公共交通活性化・再生総合事業

交通施設ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化設備等整備費補助の一部（鉄道）

公共交通移動円滑化（バス）

地方バス路線維持対策

離島航路補助

地域公共交通維持・活性化推進費の一部（離島航空路）

鉄道軌道輸送対策事業費補助

ＬＲＴシステム整備費補助

＜既存制度＞

廃 止

抜
本
的
な
見
直
し

地域公共交通確保維持改善事業地域公共交通確保維持改善事業
～生活交通サバイバル戦略～～生活交通サバイバル戦略～



『『地域公共交通確保維持改善事業地域公共交通確保維持改善事業』』（新規）（新規）
～生活交通サバイバル戦略～（２３年度要求：４５３億円）～生活交通サバイバル戦略～（２３年度要求：４５３億円）

地域公共交通バリア解消促進事業

・ バス、タクシー、旅客船、鉄道駅、旅客ターミナル等のバリアフリー化等を支援
・ バリアフリー化されたまちづくりの一環として、ＬＲＴ、ＢＲＴ、ＩＣカードの導入等公共交通の

改善促進のための事業を支援

地域公共交通調査事業

地域の公共交通の確保・維持・改善に資する調査の支援等

こ
れ
ま
で
の
支
援
策
を
抜
本
的
に
見
直
し

期間限定の
立ち上げ支援

これまでの地域公共交通これまでの地域公共交通

に係る国の支援策に係る国の支援策

広域幹線等
に限定

事後的な
補助が中心

地域公共交通確保維持事業

・ 生活交通の存続が危機に瀕している地域において、地域のニーズを踏まえた最適な交通
手段であるバス交通、デマンド交通、地域鉄道、離島航路・航空路等の確保維持につい
て、地域の多様な関係者による議論を経た地域の交通に関する計画に基づき実施される
取組みを支援
○市町村を主体とした協議会の取組みを支援
： 地域内のバス交通・デマンド交通、幹線交通とのアクセス網等の確保・維持 等

○都道府県を主体とした協議会の取組みを支援
： 地域をまたがるバス交通、地域鉄道、離島航路・航空路等の確保・維持 等

これらの状況を踏まえ、移動権の保障をめざす第一歩として、生活交通の存続危機地域におい
て最適な移動手段が提供され、また、駅等のバリアフリー化やより制約の少ないシステムの導
入等移動に当たっての様々な障害（バリア）が解消されるよう、新たに『地域公共交通確保維
持改善事業（生活交通サバイバル戦略）』を創設します！

これらの状況を踏まえ、移動権の保障をめざす第一歩として、生活交通の存続危機地域におい
て最適な移動手段が提供され、また、駅等のバリアフリー化やより制約の少ないシステムの導
入等移動に当たっての様々な障害（バリア）が解消されるよう、新たに『地域公共交通確保維
持改善事業（生活交通サバイバル戦略）』を創設します！

モードごとの
支援が中心



国の支援は、地域の主体的な取組みを基本とし、また、モラルハザードを抑制し効率的で必
要最低限の移動手段の確保を実現するものです！

国の支援は、地域の主体的な取組みを基本とし、また、モラルハザードを抑制し効率的で必国の支援は、地域の主体的な取組みを基本とし、また、モラルハザードを抑制し効率的で必
要最低限の移動手段の確保を実現するものです！要最低限の移動手段の確保を実現するものです！

地域の公共交通は交通事業者の自主的な
努力のみでは維持困難！

交通事業者の疲弊

多様な地域の関係者で構成される協議会におけ
る議論を経たモード横断的で地域最適な公共交
通に関する計画に基づく取組みを支援

地域の自主性を尊重

地域ごとに定める上限の範囲内で、効率化され
た標準的な事業費等を前提として事前に算定さ
れた収支に基づき支援

効率的な支援の実施

地域の交通問題の解決には、多様な地域
の関係者の参画と議論が重要！

地方分権の促進

現行制度の課題現行制度の課題 新制度による対応新制度による対応

モードごとや事後的な補助制度のため、地
域最適なネットワークの選択や効率的な運
営に限界！

縦割り支援、事後的補助の限界

地域の移動手段の確保は待ったなしの状況

地域の生活交通の崩壊

緊急の対応が必要抜
本
的
な
見
直
し



地域の主体的な取組みを基本としつつ、モラルハザードを抑制し効率的で必要最低限の支援
を実現します（陸上交通分野のスキーム例）！

国 ½：
商店街の人々

＜多様な地域の関係者＞

ＮＰＯ等住民団体

支援支援

生活交通の存続危機地域で、地域に最適なバス交通、デマンド交通等の組合せによる生活交通の確保維持の内容を、
都道府県又は市町村を中心とした協議会の議論を経て地域の公共交通の計画として定める。

バス路線、デマンド交通等の事業ごとに、効率化された標準的な事業費等を前提とした収支差分を事前に算定。
国は地域と協働して、地域の高齢者数等外形的な特性から算定される上限を「キャップ」としてこの収支差分を支援。
地域が負担する額は、協議会で地域の実情等に応じ、地方公共団体、交通事業者、関係企業等の分担を定めることが可能。
事後的な補填制度から効率化された標準的な事業費等を前提とした事前の制度に変更することで、短期的には交通事業者へ

の経営インセンティブの付与、長期的には公的負担の軽減にも寄与しうる。

＊生活交通の存続危機地域： 交通事業者による運行のみでは効率化を図ったとしても独立採算が確保できない地域

生活交通の存続危機地域で、地域に最適なバス交通、デマンド交通等の組合せによる生活交通の確保維持の内容を、
都道府県又は市町村を中心とした協議会の議論を経て地域の公共交通の計画として定める。

バス路線、デマンド交通等の事業ごとに、効率化された標準的な事業費等を前提とした収支差分を事前に算定。
国は地域と協働して、地域の高齢者数等外形的な特性から算定される上限を「キャップ」としてこの収支差分を支援。
地域が負担する額は、協議会で地域の実情等に応じ、地方公共団体、交通事業者、関係企業等の分担を定めることが可能。
事後的な補填制度から効率化された標準的な事業費等を前提とした事前の制度に変更することで、短期的には交通事業者へ

の経営インセンティブの付与、長期的には公的負担の軽減にも寄与しうる。

＊生活交通の存続危機地域： 交通事業者による運行のみでは効率化を図ったとしても独立採算が確保できない地域

支援スキーム

地元企業

○市役所
交通事業者 協 定協 定

交通事業者等

○市協議会の例

外形的な特性からの
算定値を上限

○市の公共交通に係る計画○市の公共交通に係る計画



地
域
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市役所

廃止された
路線バス

デマンド交通
サービスエリア

３便／日と
少ない便数 ５便／日

路線バス

病院

コミュニティバス
によるサービス

生活サバイバル戦略で、効率的で地域最適な公共交通ネットワークが実現します！

協議会による議論協議会による議論

国と地域が
協働で支援

国と地域が
協働で支援

＊デマンド交通とは、利用者の個別の需要（デマンド）に応じて、需要を集約した上で、ドア・ツー・ドア型輸送サービスを提供する形態の乗合輸送
＊コミュニティバスとは、地方公共団体等が中心となって住民の移動手段を確保するために運行するバス

広
域
バ
ス

広
域
バ
ス

学校

商店街

市役所

広域バスの路線
変更と増便

病院

広
域
バ
ス

学校

商店街

鉄道駅鉄道駅



新たな路線バス運行地域

新たなデマンド運行地域

既存の公共交通維持地域

バス停

路線バス走行キロ



新たな路線バス運行地域

新たなデマンド運行地域

既存の公共交通維持地域

バス停

路線バス走行キロ



新たな路線バス運行地域

新たなデマンド運行地域

既存の公共交通維持地域

バス停

路線バス走行キロ



地域の主体的な取組みを基本としつつ、モラルハザードを抑制し効率的で必要最低限の支援
を実現します（離島分野のスキーム例）！

＜多様な地域の関係者＞

ＮＰＯ等住民団体

支援支援
○県の公共交通に関する計画○県の公共交通に関する計画

 離島の生活に必要不可欠な航路・航空路の確保維持の内容を、都道府県を中心とした協議会の議論を経て地域の公共交通の
計画として定める。

 離島航路・航空路の事業ごとに、効率化された標準的な事業費等を前提とした収支差分を事前に算定。
 国は地域と協働して、この収支差分を支援。
 地域が負担する額は、協議会で地域の実情等に応じ、地方公共団体、交通事業者、関係企業等の分担を定めることが可能。
 事後的な補填制度から効率化された標準的な事業費等を前提とした事前の制度に変更することで、短期的には交通事業者への

経営インセンティブの付与、長期的には公的負担の軽減にも寄与しうる。

 離島の生活に必要不可欠な航路・航空路の確保維持の内容を、都道府県を中心とした協議会の議論を経て地域の公共交通の
計画として定める。

 離島航路・航空路の事業ごとに、効率化された標準的な事業費等を前提とした収支差分を事前に算定。
 国は地域と協働して、この収支差分を支援。
 地域が負担する額は、協議会で地域の実情等に応じ、地方公共団体、交通事業者、関係企業等の分担を定めることが可能。
 事後的な補填制度から効率化された標準的な事業費等を前提とした事前の制度に変更することで、短期的には交通事業者への

経営インセンティブの付与、長期的には公的負担の軽減にも寄与しうる。

支援スキーム

地元企業

協 定協 定

交通事業者等

○県協議会の例

交通事業者

関係市町村

○県庁

国 ： 原則2分の1を負担
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○バリフリ新法に基づく市町村が作成する基本構想に基づき、駅や福祉
施設などを中心とした重点整備地区（施設から徒歩圏内、2km四方未
満）において、施設の面的なバリアフリー化を実施。

○公共交通事業者は、ノンステップバスの導入等によるバリアフリー化や
ICカード導入等による公共交通の改善を実施。

○重点整備地区の駅のエレベータ・エスカレータやノンステップバスの導入、
ICカードの導入・共通化等を計画に位置付け。

○生活交通ネットワークのあり方を計画に位置付け。

面的なバリアフリー化と生活交通ネットワークのバリアフリー化や改善を、連携させ計画的に実施する
ことで、誰もが利用しやすい公共交通サービスを実現します！

現行制度 新制度

個別の事業ごとの支援

バス車両のノンステップバス等の導入

協議会による議論協議会による議論

駅

面的なバリアフリー化

商業施設市役所

面的なバリアフリー化

公園

病院

福祉施設

公園福祉施設 病院

面的なバリアフリー化

面的なバリアフリー化

市役所
商業施設

エレベータ・エスカレータの設置

駅

国と地域が
協働で支援

国と地域が
協働で支援

ICカードの導入
ロケーションシステム導入

ICカードの導入

公共交通の改善（鉄道）

駅

公共交通の改善

ロケーションシステム

バス車両のノンステップバス等の導入

共通ICカード
の導入

共通ICカード
の導入

公共交通の改善（バス）

公共交通関係のバリアフリー化を
一体的に支援

エレベータ・エスカレータの設置



生活交通サバイ生活交通サバイ
バル戦略バル戦略公共交通機関のバ

リアフリー化も道半
ばです。

公共交通機関のバ
リアフリー化も道半
ばです。

「生活交通サバイバル戦略」は、国民の命とくらしを守る上で全国的に重大かつ喫緊の課題
である地域公共交通の崩壊に対応し、地域の自主性を尊重し、必要最低限の支援を行うため
の制度です！

「生活交通サバイバル戦略」は、国民の命とくらしを守る上で全国的に重大かつ喫緊の課題「生活交通サバイバル戦略」は、国民の命とくらしを守る上で全国的に重大かつ喫緊の課題
である地域公共交通の崩壊に対応し、地域の自主性を尊重し、必要最低限の支援を行うためである地域公共交通の崩壊に対応し、地域の自主性を尊重し、必要最低限の支援を行うため
の制度です！の制度です！

公共交通に対して、
地方部の半数強、
過疎地の約４分の３
の皆さんが不満で
す。

公共交通に対して、
地方部の半数強、
過疎地の約４分の３
の皆さんが不満で
す。

毎年2000kmを超え
るバス路線が廃止
されています。

毎年2000kmを超え
るバス路線が廃止
されています。

国
に
よ
る
「
待
っ
た
な
し
の
対
応
」
が
必
要

地
域
の
生
活
交
通
の
確
保
維
持
改
善
で

国
民
の
命
と
く
ら
し
が
守
ら
れ
ま
す
。

事業者・自治体
だけでは

対応困難な状況！

事業者・自治体
だけでは

対応困難な状況！

バラマキではない
効率的な支援！
モード別からモード
横断的に効果的な
支援！

バラマキではない
効率的な支援！
モード別からモード
横断的に効果的な
支援！

地域の
自主性を
尊重！

地域の
自主性を
尊重！

４５３億円で「真に必要な」移
動手段のナショナルミニマ
ムが無駄なく実現！

元
気
な
日
本
の
復
活

元
気
な
日
本
の
復
活



YahooやGoogleで「生活交通サバイバル戦略」と検索。

上記のパブリックコメントのサイトにアクセスできます。

＜官邸のホームページ＞





政策コンテストのスケジュール
10月 11月 12月

２３年度予
算政府案
決定

4日 11日 18日 25日 1日 8日 15日 22日 29日

パブコメ
（9/28-10/19）

公開ヒアリング

9月

集計・
公表

（特別会計） （再仕分け）

6日 13日 20日

優先順
位付け

「評価会議
（仮称）」 ＷＴ事前ヒアリング

中旬中下旬

「行政刷新会議」

臨時国会会
期末中旬



○ 「基本法」のパターン

総則

・ 目的

・ 基本理念

・ 責務 等

基本的施策

計画等

＊現在効力を有している「基本法」３８法律（うち、

閣法は１７法律）は、概ね上記のような枠組みと

なっている。

○ 交通基本法案の主な課題

「対象とする範囲」

「移動権の保障」

「国の責務」 等

様々な議論があることから、法制上の問題を

含め、引き続き有識者、事業者、ユーザー等

のご意見を伺いながら、丁寧に議論・検討を

深めていく。

現在、 「交通基本法案」の次期通常国会提出に向け、鋭意検討中。

交通基本法の制定に向けて暮らしと交通

-14-



ご静聴ありがとうございました。


